
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対のニップローラーを糸道に設け、該ニップローラー間に糸をニップして毛羽を抑制し
てコーンパッケージに巻き取る自動ワインダーにおける毛羽抑制装置において、コーンパ
ッケージ径の増加に伴いニップローラーの回転速度を変化させるニップローラーの回転速
度制御手段を設けたことを特徴とする自動ワインダーにおける毛羽抑制装置。
【請求項２】
回転速度制御手段が、位置変更可能のプーリーと、該プーリーと駆動ドラムのプーリーと
の間に掛け渡されたベルトと、ニップローラーに取付けられた作用半径変更可能の変速プ
ーリーと、該プーリーと位置変更可能プーリーとの間に掛け渡されたベルトとからなる回
転力伝達部と、コーンパッケージを支持するクレードルの回動により位置変更可能のプー
リーの位置を変更する位置変更機構とから構成されることを特徴とする請求項１に記載の
自動ワインダーにおける毛羽抑制装置。
【請求項３】
位置変更機構は、中間部の基点軸近傍に位置変更可能プーリーを支持し、一端を基点軸に
回動可能に支持された揺動レバーと、コーンパッケージを支持するクレードルと一体に回
動し、前記揺動レバーの他端と一端がリンクするレバー部材とからなることを特徴とする
請求項２に記載の自動ワインダーにおける毛羽抑制装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
本発明は、自動ワインダーにおける紡績糸の巻き返し時に毛羽の発生を抑制する装置に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】
互いに交叉して圧接される軟質、且つ、中空の２つのニップローラーによって紡績糸に仮
撚を掛け、紡績糸の毛羽を伏せる装置を備えた自動ワインダーがある。この種の自動ワイ
ンダーは、巻き取られるパッケージはチーズパッケージであって、給糸パッケージの糸を
綾振ドラムで綾振りさせ、一定の速度でニップローラーを回転させて巻き取っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述したような従来の自動ワインダーにおける毛羽抑制装置では、糸をコ
ーンパッケージに巻き取る場合、コーンパッケージと綾振りドラムとの接触部、即ち、綾
振りドラムによるコーンパッケージのドライビングポイントが、パッケージ径の増加と共
に大径側から小径側へ移動するといった問題があった。そのため、巻き取られるコーンパ
ッケージ径の増加と共に、糸速度、糸張力が増大するのに対しニップローラーの回転速度
が変わらないため、撚りが追従せず、毛羽を抑制することができないといった問題を引き
起こし、さらに糸切れも発生させるといった問題も引き起こしていた。
【０００４】
本発明の目的は、従来のこのような欠点を解決し、糸が巻き取られるコーンパッケージ径
の増加に伴い、ニップローラーの回転速度を変化させてニップローラーの回転速度を制御
し、毛羽を確実に抑制することができる自動ワインダーにおける毛羽抑制装置を提供する
ことにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明の自動ワインダーにおける毛羽抑制装置は、一対のニ
ップローラーを糸道に設け、該ニップローラー間に糸をニップして毛羽を抑制してコーン
パッケージに巻き取る自動ワインダーにおける毛羽抑制装置において、巻取りパッケージ
径の増加に伴いニップローラーの回転速度を変化させるニップローラーの回転速度制御手
段を設けるようにしたものである
【０００６】
また、回転速度制御手段が、位置変更可能のプーリーと、該プーリーと駆動ドラムのプー
リーとの間に掛け渡されたベルトと、ニップローラーに取付けられた作用半径変更可能の
変速プーリーと、該プーリーと位置変更可能プーリーとの間に掛け渡されたベルトとから
なる回転力伝達部と、コーンパッケージを支持するクレードルの回動により位置変更可能
のプーリーの位置を変更する位置変更機構とから構成されるようにする。
【０００７】
さらに、位置変更機構は、中間部の基点軸近傍に位置変更可能プーリーを支持し、一端を
基点軸に回動可能に支持された揺動レバーと、コーンパッケージを支持するクレードルと
一体に回動し、前記揺動レバーの他端と一端がリンクするレバー部材とからなる。
【０００８】
上記のように構成された自動ワインダーにおける毛羽抑制装置においては、巻取りコーン
パッケージ径の増加と共に回動するクレードルの回動が、位置変更機構により、位置変更
可能のプーリーを回動させ、位置変更可能プーリーの位置変更が作用半径可能なプーリー
の作用半径を小さくし、ニップローラーの回転速度を上げる。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の自動ワインダーにおける毛羽抑制装置の実施の形態について、図面を参照
しつつ、説明する。
【００１０】
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図１は、本発明の実施の形態の毛羽抑制装置を組み込んだ自動ワインダーの斜視図である
。本発明の自動ワインダーにおける毛羽抑制装置は、図１に示す自動ワインダー、即ち、
紡績糸の巻かれている給糸パッケージ１から糸Ｙを引出し、順に、バルーンブレーカ（不
図示）、テンサー２、テンサー６、ヤ－ンフィラー３、綾振ドラム７を経てコーンパッケ
ージ８に巻取る自動ワインダーにおけるテンサー６の下流側に配備される一対のニップロ
ーラー５及び連動機構５０とから主に構成されるものである。
【００１１】
コーンパッケージ８は、クレードル３０に回転自在に支持されると共に、クレードル３０
の図示しない接圧手段により、綾振りドラム７に押圧されている。クレードル３０は支点
３２（図５参照）に回動自在に支持されている。
【００１２】
次に、ニップローラー５について述べる。図２は、毛羽抑制装置を構成するニップローラ
ーの斜視図である。図４に、毛羽抑制装置を構成するニップローラーの断側面図が示され
ている。各ニップローラー５は、軟質ゴム等よりなる中空のものである。これらは、回転
軸が交叉した状態で運転時に互いに圧接される。糸Ｙは各ニップローラー５のニップ部を
各回転軸に対してある傾斜角度（好ましくは４５°）となるように通される。
【００１３】
後述する機構により駆動するニップローラー駆動軸１２は、フレームＦに取り付けられた
ベアリング１２ａに軸支されている。ニップローラー駆動軸１２の端部にはプーリー１３
が取り付けられている。ニップローラー駆動軸１２の上方に、回転軸１１が平行となるよ
うに設けられ、上下のニップローラー５は直角方向に配備さえている。
【００１４】
回動軸１１は、フレームＦに取り付けられたベアリング１１ａに軸支されている。回動軸
１１の端部には、プーリー１５が取り付けられている。プーリー１５とプーリー１３には
、ベルト１４が掛けられている。下側のニップローラー５と上側のニップローラー５は、
直角の位置にあり互いに接触している。上側のニップローラー５の回動軸１７ａは、下側
のニップローラー５と同様、フレームＦの部分に取り付けられた図示しないベアリングに
軸支されている。回動軸１７ａには、プーリー１７が取り付けられている。ニップローラ
ー駆動軸１２には、かさ歯歯車が取り付けられている。かさ歯歯車１２ｃに噛み合うよう
に、かさ歯歯車１２ｃと直角の位置にかさ歯歯車１７ｄが、設けられている。かさ歯歯車
１７ｄは、軸１７ｃに取り付けられている。軸１７ｃは、ニップローラー１２ｃと同様、
フレームＦの部分に取り付けられた図示しないベアリングに軸支されている。軸１７ｃに
は、ニップローラー駆動軸１２と同様、プーリー１７ｂが取り付けられている。プーリー
１７ｂとプーリー１７にベルト１６が掛けられている。
【００１５】
ニップローラー駆動軸１２が回転すると、プーリー１３が回転し、ベルト１４を介してプ
ーリー１５が回転し、それに伴い回動軸１１を介して下側のニップローラー５が回転する
。ニップローラー駆動軸１２が回転すると、かさ歯歯車１２ｃが回転し、その回転により
かさ歯歯車１７ｄが回転してプーリー１７ｂ、ベルト１６を介してプーリー１７が回転し
、回動軸１７ａを介して上側のニップローラー５が下側のニップローラー５と接触しなが
ら回転する。
【００１６】
これら上下の各ニップローラー５が回転すると、紡績糸Ｙには仮撚が掛けられて毛羽が撚
り込まれることにより、毛羽伏せされ、同時に送りの分力が与えられる。
【００１７】
次に、図３および図５を主に参照し、ニップローラーの回転速度制御手段５０について説
明する。回転速度制御手段５０は、位置変更機構５１と回転力伝達部５２とから構成され
ている。回転力伝達部５２は、位置変更可能プーリー２４と、位置変更可能プーリー２４
と駆動ドラム７のプーリー７ａとの間に掛け渡されたベルト２７と、ニップローラー５に
取付けられた作用半径変更可能の変速プーリー１９と、変速プーリー１９と位置変更可能
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プーリー２４との間に掛け渡されたベルト２６とからなる。位置変更機構５１は、コーン
パッケージ８の径の増加と共に支点３２を中心に回動するクレードル３０によって、回転
力伝達部５２の位置変更可能プーリー２４を回動させる。
【００１８】
先ず、回転速度制御手段５０の回転力伝達部５２について述べる。
図３に示すように、ニップローラー駆動軸１２は、軸受１８を介してフレームＦに軸支さ
れている。ニップローラー駆動軸１２の端部には変速プーリー１９を構成する固定部１９
ａが固定されている。更に、同駆動軸１２には、変速プーリー１９を構成するもう一方の
摺動部１９ｂが挿通され、コイルバネ２０によって固定部１９ａに圧接されている。なお
、変速プーリー１９は、フレームＦの裏側に存在し、表側には、ニップローラー５等が存
在している。
【００１９】
図３に示すように、変速プーリー１９を構成する固定部１９ａ及び摺動部１９ｂの各対向
面は、中心より円周に向かうほど直線的に反対側の面に向けて厚さを減少させている。従
って、固定軸１９ａと摺動部１９ｂとの間には、Ｖ字状の間隔が形成され、台形ベルト２
６の案内溝となる。
【００２０】
また、図３に示すように、ニップローラー駆動軸１２の上方のフレームＦには、基点軸２
１が固定されており、その基点軸２１には、揺動レバー２２の端部が回動可能に支持され
ている。
【００２１】
図５に示すように、揺動レバー２２の中間部の基点軸２１近傍には、軸２３が突設されて
おり、その軸２３には位置変更可能プーリー２４が軸受２５を介して回転可能に支持され
ている。このプーリー２４には、変速プーリー１９との間に掛け渡される台形ベルト２６
及び綾振ドラム７の軸に固定されているプーリー７ａとの間に掛け渡される丸ベルト２７
を案内するための２つの溝２４ａ、２４ｂが周囲に並んで設けられている。
【００２２】
次に、位置変更機構５１について述べる。上述のように、位置変更機構５１はコーンパッ
ケージ８の径の増加と共に回動するクレードル３０の回動によって、回転力伝達部５２の
位置変更可能プーリー２４を回動させるものである。図５に示すように、位置変更機構５
１は、中間部の基点軸２３近傍に位置変更可能プーリー２４を支持し、一端を基点軸２１
に回動可能に支持された揺動レバー２２と、一端にピン３３が設けられたレバー部材３１
と、揺動レバー２２の中央に一端が引っ掛けられ、他端はフレームＦ（図１参照）に引っ
掛けられたスプリング２２ｂとから構成されている。レバー部材３１は、支点３２を中心
にクレードル３０と一体に回動し、一端に設けられたピン３３により、揺動レバー２２と
リンクしている。スプリング２２ｂは、揺動レバー２２の一端２２ａをレバー部材３１の
ピン３３に押圧している。
【００２３】
図５に示すように、揺動レバー２２の基点軸２１側の中間部に軸２３が設けられ、軸２３
に位置変更可能プーリー２４が支持されている。クレードル支点３２にレバー部材３１が
回動自在に支持されている。クレードルとレバー部材３１は、一体に回動するようになっ
ている。レバー部材３１の先端部には、図５中紙面垂直方向にピン３３が立設さられてい
る。ピン３３には、揺動レバー２２の揺動レバー２２ａ部が載せられている。
【００２４】
次に、回転速度制御手段５０の動作について述べる。綾振りドラム７のプーリー７ａは、
常時回転しており、巻取り時に回転しており、丸ベルト２７を介して位置変更可能プーリ
ー２４に駆動が伝達されている。変速プーリー１９は、台形ベルト２６を介して位置変更
可能プーリー２４から回転が伝達されている。
【００２５】
図５に示される矢印は、ボビンに糸を巻き、コーンパッケージ８の径が増大する状態を示
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している。コーンパッケージ８の径が増大すると、クレードルに連結されたレバー部材３
１がクレードル支点３２を中心に図５中時計方向に回動し始める。それにより、ピン３３
部が揺動レバー２２ａを押し、揺動レバー２２は基点軸２１を中心に図５中反時計方向に
回転する。そのため揺動レバー２２の反時計方向の回動により、位置変更可能プーリー２
４は変速プーリー１９から遠ざかる方向に移動することになる。そのため、台形ベルト２
６が引っ張られ変速プーリー１９のプーリーに台形ベルト２６が食い込むことになり、台
形ベルト２６と変速プーリー１９の接触部が小径となり、変速プーリー１９の回転速度が
高くなる。
【００２６】
それに伴いニップローラー駆動軸１２に連結されたニップローラーの回転速度が高くなる
。即ち、巻き取りボビン径が増大するに従ってニップローラーの回転速度が速くなるよう
になっている。そのため、巻き取りパッケージがコーンパッケージであって、巻き取られ
るパッケージ径が大きくなるに従って、糸速が増大してもそれに追随してニップローラー
の回転が速くなり、毛羽を抑制することが可能になる。
【００２７】
上記のように構成された自動ワインダーにおける毛羽抑制装置においては、コーンパッケ
ージ８の径の増加と共に回動するクレードル３０の回動が、位置変更機構５１により、位
置変更可能プーリー２４を回動させ、位置変更可能プーリー２４の位置変更が作用半径可
能な変速プーリー１９の作用半径を小さくし、ニップローラー５の回転速度を上げる。
【００２８】
尚、上記実施の形態では、ニップローラー制御手段が回転速度制御手段である場合を説明
したが、例えばニップローラーに別の駆動源を設け、駆動源をインバーター制御し、糸速
度に合わせてニップローラーの回転速度を制御してコーンパッケージに巻き取る等であっ
ても、本発明を同様に適用することができる。
【００２９】
【発明の効果】
上述のように、請求項１の発明により、コーンパッケージ径の増加に伴う糸速度、糸張力
増加に追従してニップローラーの回転速度を増加させ、糸速度、糸張力に応じて毛羽を抑
制することができる。常に適正な張力で糸を走行させ、糸切れも防止することができる。
【００３０】
請求項２の発明により、パッケージに支持するクレードルの回動によりパッケージ径の増
加を計り、それを変速プーリーに連動し、ニップローラーの回転を増加させているため、
正確、且つ、確実に糸張力、糸速度を制御することができる。さらに、安価な機構部とす
ることができる。
【００３１】
請求項３の発明により、簡易なリンク機構により、クレードルの回動をプーリー部の位置
変更に伝達することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態の毛羽抑制装置を組み込んだ自動ワインダーの斜視図である
。
【図２】毛羽抑制装置を構成するニップローラーの斜視図である。
【図３】毛羽抑制装置を構成する回転速度制御手段主部を正面から見た断面図である。
【図４】毛羽抑制装置を構成するニップローラーを示す側面図の断面図である。
【図５】毛羽抑制装置を構成する回転速度制御手段主要部材を示す側面図である。
【符号の説明】
５　　ニップローラー
７　　綾振ドラム
８　　コーンパッケージ
１９　　変速プーリー
２１　　基点軸
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２２　　揺動レバー
２２ａ　揺動レバー端部
２４　　位置変更可能プーリー
２６　　台形ベルト
２７　　丸ベルト
３０　　クレードル
３１　　レバ－部材
３２　　クレードル支点
３３　　ピン
５０　　回転速度制御手段
５１　　位置変更機構
５２　　回転力伝達部
Ｙ　　紡績糸
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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